
神戸大学・国際文化学研究科・教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１４５０１

基盤研究(C)（一般）

2017～2015

「悪」として取り締まられる妖術、「悪」を取り締まる「呪詛」の人類学的研究

An anthropological study of the notion of  witchcraft as crime, and curse  as 
deterrence

８０４０５８９４研究者番号：

梅屋　潔（UMEYA, Kiyoshi）

研究期間：

１５Ｋ０３０４２

平成 年 月 日現在３０   ６   ６

円     3,700,000

研究成果の概要（和文）：近隣の地域、つまりテソ地域の「呪詛」概念「イラミ」についての研究が進んだ。ま
た、ブガンダ王国のジョセフ・ムロンド王子を日本に招聘できたことでブガンダにおける「呪詛」についての理
解も進んだ。地域的にもカラモジャ地域にも調査に訪れることができ、波佐間逸博長崎大学准教授、フランシ
ス・ニャムンジョ・ケープタウン大学教授と研究会などを通じて多くの示唆を得た。妖術研究の理論的な問題が
立ち上がってきたカメルーン社会への展開可能性も含めて予想外の展開であった。比較参照点のひとつだったラ
ンギへの展開が進捗しなかったこと、法的な問題への切込みが、思ったほど進まなかったことについては今後の
課題である。

研究成果の概要（英文）：Research on the　concept　of  curse in the neighboring area, Iteso area, 
considerably advanced by fieldwork. In addition, understanding of the indigenous concept of curse in
 Buganda also made a progress in the discussion at the meeting with Prince Joseph Mulond of Buganda 
in Kobe University. We could visit the area as well as the Karamoja area, and we got many 
suggestions through the academic cooperation with Itsuhiro Hazama, Associate Professor of Nagasaki 
University, and Professor Francis Nyamunjo, Cape Town University. It was an unexpected development 
including the possibility of deployment of my research to Cameroon society where one of the major 
theoretical problems of witchcraft study has originated from. My future task remains reflecting the 
fact that the development to Langi people, which was expected as one of the comparison reference 
points, did not proceed so well, and the fact that the consideration on legal aspects of witchcraft 
did not progress as much as we expected.

研究分野： 社会人類学

キーワード： 呪詛　ウィッチクラフト法　ブガンダ王国　バンツーとナイル系
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１．研究開始当初の背景 
現在、アフリカの「霊的治安」の悪化

Spiritual Insecurity［Ashforth 2001: 213; 
2005: 3］が指摘される。それは、かつて「妖
術」を「未開」の「遅れた」「野蛮」な「子
供」の信仰とあざ笑い、単にその行為レベル
の禁止を行った植民地行政官を逆に嘲笑す
るかのように、現在には近代的な犯罪、児童
に対する虐待・虐殺、性犯罪、あるいは体の
一部を切り取った売買などというオカル
ト・エコノミーとして、新聞などを賑わすこ
とになっている。それに対して多くの専門家
は、近代化と脱植民地化そして近代国家の政
策などから、資本主義の浸透による世代間な
どの貧富の格差と階級間格差の拡大をその
遠因とする。これらの格差と階級闘争の激化
が、妖術の質を変え、妖術に関わる暴力的な
事件の温床となっているという分析を行っ
てきた。私は、この仮説を一面的だと考え、
本年度までの研究で、必ずしも資本主義の流
入や格差の増大が、「妖術」の先鋭化と暴力
化へとは結びつかないことを解明しつつあ
る。現在は仮説の段階であるが、基本的には
妖術信仰には、その攻撃性を抑制する装置、
つまり濫用を統制する術が内蔵されていた
はずなのである。たとえば、私が長年調査し
てきた西ナイル系アドラでは、「ラム」とい
い、年長者の「呪詛」（長島［1987］以来こ
の訳語が定着）がそれに当たる。これはある
種の教育の補助システムといえるものであ
って、年少者が社会的秩序を無視したり冒涜
したりしたときに発動するものであった
（［梅屋 2008, 2012］など）。これは、当該
社会には現在でもある程度機能しており、い
わゆる近代化に際してその信念はさほどの
衰えをみせてはいない。しかしながら、植民
地行政官たちがつくった「ウィッチクラフト
法」は、この「呪詛」のような社会的秩序維
持の機能も教育機能も理解せず、ひとしなみ
に、「ウィッチクラフト」とそれに関する行
為を「犯罪」「悪」として禁止してしまった
（少なくともそう解釈されうるような）法整
備をした。そのことは、「悪」を取り締まる
はずの「呪詛」をも弱体化することにつなが
り、結果的に「私的」で「利己的」な近代的
な欲望に支えられた「妖術」事件の増大を生
んだと考えられる。この法律の負の効果は、
ウガンダでは中心部に行けば行くほど顕著
であったと推測する。対照的に、私の調査し
ているウガンダ東部などでは、権力がクラン
外部にまで及ばない無頭社会（acephalous 
societies）であることが幸いしていたところ
もある。いかに都市化、個人化が進んで人々
がアトム化（atomize）されたとしても、親
族の紐帯はそうそう断ち切れないからであ
る。一方で、王国は、近代化によって民衆か
らどんどん遠ざかっていく傾向にあり、その
「妖術」コントロールの面では、王国の権威
は、民衆レベルではほとんど意味がないと言
ってもよい。私はこのあたりにウガンダで凶

悪オカルト犯罪が旧王国地域に集中する要
因があると睨んでいる。そうした傾向を踏ま
えて、「呪詛」を弱体化しない範囲で地域に
根ざした法整備ないし法解釈を行えば、「妖
術」にまつわる社会不安を沈静化させる手立
てを手にすることができるだろう。「妖術」
は両義的なものであること、社会秩序に反す
る「悪」の側面を持っているのは事実である。
それ以上に、その「力」をコントロールする
いわば「善」の装置もその信仰体系には本来
的に内在していたことは、とくに植民地期の
ウィッチクラフト法の法整備段階では等閑
視されていたと言っていいだろう。本研究は
それらの実態を明らかにする歴史人類学へ
の道、そして、過去と現在を結びつけたうえ
で、未来を構する法人類学への道を切り開こ
うとするものだった。 
 
２．研究の目的 
当時も現在もウガンダで問題になってい

るのは「人間供犠」（human sacrifice）とい
われるもので、人間を殺害することで、何ら
かの「力」を獲得し、場合によってはその体
の一部をお守りや呪具のようにもちいるこ
とである。このための殺害事件、遺体損壊事
件が話題となっている［Waswa & Miirima 
2006］。とくに幼児や場合によってはアルビ
ノなどがターゲットにされ、社会問題となっ
ている。現在までのところ、それは私のこれ
まで調査してきた西ナイル系社会や、東ナイ
ル系社会では見られない、ウガンダ中部およ
び西部にきわめて限定的な事案である。私は
西ナイル・東ナイル社会では長老、あるいは
クランの「呪詛」が、歯止めになっていると
考えている。だから、事件が起こった社会に、
「呪詛」のような社会の逸脱行動を規制する
ような信仰があるかどうかを検討するとと
もに、そういった「呪詛」が維持された社会
ではいかにしてそれが維持されるようにな
ったのかを検討することが必要である。すで
にガンダ社会では、Geschiere［1997］の詳
しい報告があるカメルーン西部とは対照的
に、「妖術」が王権の管理下で抑制されるこ
とはなく、ひどく蔓延している実態がわかっ
ているが、ならば、王権が「妖術」とどのよ
うな距離で接しているのか、その詳細な実態
が次には把握されるべきだろう。したがって、
本研究では、（１）近代国家としてのウガン
ダの「ウィッチクラフト法」の詳細と判例の
検討。（２）ガンダ王国における「妖術」へ
の対処の実態。ガンダ人の「妖術」の濫用抑
制のためのイデオロギー装置の有無の検討。
（３）ナイル系諸社会における「呪詛」の残
存実態の解明と、「ウィッチクラフト法」自
体の普及実態。妖術関係の「ネイティブ・コ
ート」あるいは長老会議（バラザ baraza）の
ケースをあつめること。（４）クラン・コー
トにおける、「妖術」と「呪詛」に対する態
度と、クランにおける「ウィッチクラフト法」
への態度などの資料を蓄積することを通じ



て、以上の問題を解明しようとするものであ
った。 

 
３．研究の方法 
本研究計画では、妖術にまつわる暴力犯罪

など事件についての新聞、雑誌、官報などの
印刷物の収集と、現地調査での録音・録画な
どによって記録されるインタビューや歌な
どの言語資料の蓄積という二つの作業から
なっている（補足的なものとして映像資料も
蓄積する）。したがってウガンダと日本にお
けるライブラリーワークと、ウガンダにおけ
る数カ所の比較参照点および首都カンパラ
におけるフィールドワークが本計画の柱と
なる。フィールドワークにおいては、事前に
ウガンダ側の研究協力者（マケレレ大学・エ
ドワード・キルミラ教授）をふくむウガンダ
国における研究支援体制を構築し、質問項目
の作成や調査地の選定に万全を期す。具体的
には、以下の（１）～（３）を PDCA を確認
しながら循環させることで進める予定であ
った。 
（１）日本でのライブラリーワーク 
国立情報学研究所データベース（Nacsis）

や ILL（図書館相互貸借）などを最大限に利
用しつつ、一橋大学、東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文化研究所、慶應義塾大学、
東京大学、天理大学、国立民族学博物館など、
アフリカ関連文献が充実した国内研究機関
における文献およびマイクロフィルム等の
資料を蓄積する。あわせて利用可能な文献リ
ストを充実させる。 
（２）現地情報収集と研究打ち合わせ 
調査地の治安や調査基地の設営も含め、ウ

ガンダ北部、東部およびカンパラの現地情報
を収集する。在ウガンダ日本大使館、日本学
術振興会ナイロビ日本学術振興会ナイロビ
研究連絡センター等から情報を得て治安状
況をにらみながら調査を進める必要がある。
あわせて、ウガンダ国における研究支援体制
を整備する。これまで申請者と JICA 国際協
力事業団（現在は国際協力機構）の研究協力
を実施したことのあるマケレレ大学人文社
会科学学群長エドワード・キルミラ教授や調
査助手を務めているマイケル・オロカ氏らと
連絡を取り、研究完了まで支援が期待できる
支援チームを組織した。 
（３）質問項目の検討と調査地の選定 
現地でフィールドワークを実施する際の

質問項目を検討する。フィールドワーク開始
時にはマケレレ大学社会科学部において現
地支援チームとともに妥当性について議
論・検討し、より妥当性と蓋然性の高い項目
を設定できるよう適宜見直しを行う。併せて、
以下の条件に適合する調査地を選定する。選
定すべき調査地は、①「ウィッチクラフト法」
による取り締まりが現実的である首都カン
パラ中央部、②「ウィッチクラフト法」施行
の影響がさほど強くないはずの農村地帯（こ
れまで調査してきた東部トロロ県を候補と

する）③王国の権威が影響力を持つはずの旧
王都付近（ブガンダ王国の中心であるメンゴ
周辺、ブニョロ王国の中心カルージカ宮殿付
近を候補として検討）、④比較民族誌の参照
点としてのランギの中心であるリラ付近。選
定した地域においてフィールドワークを実
施する。比較参照点とする調査地全体の現況
を把握する。ペンテコスタ教会（候補のひと
つはトロロ県のアゴラ精霊教会）での調査も
実施。適宜インタビューを実施し、現地語で
書き起こし、英語と対訳テキストを作成する。
書き起こしと翻訳、およびデータの打ち込み
を行う。併せて総合的な民族誌的資料として
立体化させるための観察記録、画像、映像記
録を集積する。また、マケレレ大学、国立文
書館（エンテベ）など、ウガンダ国における
ライブラリーワークとデータベースにもと
づく新聞記事の蒐集も適宜実施する。航路は、
関西国際空港―ドバイ―エンテベ。なお万一
治安上の問題でウガンダでのフィールドワ
ークが困難になった場合には、首都カンパラ
あるいは周辺諸国、場合によってはアメリカ
やフランスなどに亡命・移住しているウガン
ダ人が多数存在することが確認されている
ので、情報提供者をそれらの地域に求める可
能性もある。 
 

４．研究成果 
 おおむね予定通り進んで、大きな成果を上
げたと考えている。予想を超えた成果として
は、長島信弘一橋大学名誉教授をテソ地域に
派遣し、独自調査を推進してもらえたこと、
ブガンダ王国のジョセフ・ムロンド王子を日
本に招聘できたことである。この後者により
目的の（２）は飛躍的に理解が進み、前者に
より目的の（３）は、今後の展開方向のめど
が立った。地域的にもカラモジャ地域にも調
査に訪れることができ、波佐間逸博長崎大学
准教授との協力関係は強化された。また、そ
のネットワークの延長上にフランシス・ニャ
ムンジョ・ケープタウン大学教授との研究協
力が始まり、研究会などを通じて多くの示唆
を得たほか、研究成果のアウトプットも共同
で行うようになった。このことは、目的でし
めしたように、理論的な問題が立ち上がって
きたカメルーン社会への展開可能性も含め
て予想外の展開であった（ニャムンジョ教授
はカメルーン人であり、ゲシーレやコマロフ
夫妻の業績を認めつつも批判の可能性を模
索している点で代表者と意見が一致してい
る）。うまくいかなかった部分については、
地域拡大の比較参照点のひとつだったラン
ギへの展開が進捗しなかったこと、法的な問
題への切込みが、思ったほど進まなかったこ
とである（目的の（１）および（４）)）。あ
てにしていた研究者との連携が思ったほど
うまくいかなかったことにも一因があるが、
この部分についてはとくにその点を焦点化
した別の研究計画を立てて現在科研費を申
請中であり、他日を期したいと考えている。 
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